
 

岩沼市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例 

岩沼市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２７年条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「平成１１年厚生省令第３６号」の次に「。以下「施行規則」という。」を加

える。 

第５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指定介

護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」を削り、

同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ご

とに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を置か

なければならない。 

第６条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以下「指定介

護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「管理者」を「地域包括支援セン

ターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定により置く管理者」に改め、同

条中第３項を第５項とし、第２項の次に次の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定により置く管

理者は、施行規則第１４０条の６６第１号イ⑶に規定する主任介護支援専門員でなけれ

ばならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理

由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を第１項に

規定する管理者とすることができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げ

る場合は、この限りでない。 

⑴ 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する

場合 

⑵ 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防支援事業所

の管理に支障がない場合に限る。） 

第７条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支

議案第１１号 



 

援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下同じ。）」を加え、同条第４項第２号中

「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。）」に改

める。 

第１１条第２項中「の各号」を削り、第７号を第８号とし、第３号から第６号までを１

号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由の記録 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


